
カード申し込み時の同意事項

反社会的勢力ではないことの表明・確約に関するご確認事項

外国の重要な公人に該当する方

私は、本申し込みに際して、三井住友トラストクラブ株式会社（以下「貴社」という）『個人情報の取り扱いに関する同意条項および重要事項』の内容を理解し、貴社が私
の個人情報を収集・利用・提供することに同意します。また、私は「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関するご確認事項」の内容を理解し、反社会的勢力ではな
いこと、同項に記載の事項に該当しないことを表明・確約します。なお、私が申し込むカードが貴社と他企業・団体との提携により発行されるカード（以下「提携カード」とい
う）で、当該提携カードに個人情報の取り扱いに関する同意条項および重要事項に係る特約がある場合、その内容を理解し承諾の上でカードを申し込みます。

入会申込者は、以下の内容について表明保証し、且つこれに承諾します。

１.入会申込者は、現在および過去において次の各号のいずれにも該当しないこと（過去に該当した場合も含む。）を
表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
（1）暴力団
（2）暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
（3）暴力団準構成員
（4）暴力団関係企業
（5）総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
（6）前各号に掲げる者（以下「暴力団員等」という）の共生者。
（7）日本政府または外国政府等が経済制裁の対象として指定する者。
（8）その他前各号に準ずると当社が認めた者。
2.前項(6)に定める「暴力団員等の共生者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
（1）暴力団等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら

利益拡大を図る者。
（2）暴力団員等が経営を支配し、または経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者。

（3）不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者。
（4）暴力団員等であることを知って資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者。
（5）暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者。
3.入会申込者は自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
（1）暴力的な要求行為。
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為。
（3）カード取引（カード利用、代金支払、付帯サービス等含め）に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる

行為。
（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
（5）その他前各号に準ずる行為。
4.入会申込者が、次の各号のいずれかに該当した、もしくは該当するおそれがあると当社が認めた場合には、当社は
入会申込を拒絶できるものとします。
（1）第1項各号のいずれかに該当した場合。
（2）前項各号のいずれかに該当する行為をした場合。
（3）第1項または第3項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。

1. 以下の「外国の重要な公的地位にある者」に該当する方（我が国における以下の職に相当する職に外国で就任
している方）
・国家元首
・内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣
・衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長
・最高裁判所の裁判官
・特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員
・統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航
空幕僚副長

・中央銀行の役員
・予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
2. 過去に上記1であった方
3. 上記1または上記2に掲げる者の親族（配偶者（事実婚含む）、父母、子、兄弟姉妹、ならびに、これらの者以外の
配偶者の父母および子）
※外国の重要な公的地位の者の祖父母、孫は該当しません。
※外国の重要な公的地位の者の配偶者が日本人の場合も該当し得ます。
なお、上記1～3に該当する場合、キャッシングサービス、カードローンサービスはご利用いただけません。
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カード切替についての注意事項

1.　本申込書に必要項目をご記入のうえ、ご返送ください。本申込書
に記載いただいた現在お持ちのカードを新たなカードに切り替え
ます。

2.　新たなカードは、現在お持ちのカード送付先住所にお送りします。
送付先変更をご希望の場合は、本申込書に必要事項をご記入
ください。

3.　お申し込み状況により、新たなカードの発行までにお時間を要する
場合があります。

4.　自宅住所、勤務先住所それぞれ1ヵ所のみのご登録となります。
本申込書に記載された情報（自宅住所、電話番号、勤務先名、
勤務先住所など）を最新の情報として登録します。当社が発行する
ほかのカ－ドをお持ちの場合、すべてのカードの情報が変更され
ます（コーポレートカードは除く）。

5.　支払口座は、現在お持ちのカードに登録されている口座と同じ
口座に設定させていただきますが、ご登録の金融機関により
別途手続きが必要な場合があります。

6.　本人確認書類のコピーをご提出いただいていない方は、必ず本人
確認書類を同封してください。

7.　貸金業法の定めに従い、別途年収を証明する書類をご提出いた
だく場合があります。あらかじめご了承ください。  

8.　審査の結果、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめ
ご了承ください。 

9.　初年度の年会費は残存月数に応じて年会費の差額を調整、返
金します。

10.  新たなカードの発行から約２週間後に現在お持ちのカード（ETC
カード以外）はお使いいただけなくなります。新たなカードが届きま
したら、現在お持ちのカードはハサミを入れて破棄してください。

11. 現在お持ちのカードでのご利用についても、新たなカ－ドに切り替
えされた後に、カ－ドご利用加盟店から当社に到着したカ－ドご利
用分のポイントは、新たなカ－ドのポイント換算率で加算されます。

12. 家族カードの追加をご希望の場合は、本会員様の新たなカードが
到着後に別途お申し込みください。

13. 新たなカードが、紙のご利用代金明細書（封書・はがき）の発行手数
料の徴求対象で、「オンライン明細確定通知サービス」に未登録の
場合は、発行手数料として、2025年4月から所定の手数料（1通
あたり220円/税込）をご負担いただきます。会員専用オンライン
サービス「クラブ・オンライン」から「オンライン明細確定通知サービス」
へのご登録をお薦めします。
※発行手数料の徴求対象となるカードは、当社ウェブサイトでご確認
ください。
ダイナースクラブカード：https://www.diners.co.jp/ja/press/
inf_20241023_5.html
TRUST CLUBカード：https://www.sumitclub.jp/ja/notice/
inf_20241023_2.html

＜新たなカードに引き継がれない事項＞
1.　新たなカードはカード番号が変わります。公共料金、プロバイダー

利用料、保険料などのお支払いに現在お持ちのカードを設定されて
いる場合は、お手数ですが、お客様ご自身で新たなカード番号へ
変更手続きをお願いします。

2.　現在お持ちのカードで各種キャンペーンに登録している場合、登録
情報は新たなカードには引き継がれません。

3.　「楽天Edy」付帯のカードをご利用いただいている場合は、切り替え
に伴い、Edy番号は新しく変更になります。「楽天Edy」の残高は新
たなカ－ドに引き継がれません。「楽天Edy」の残高を使い切ってから
ハサミを入れて破棄してください。

＜新たなカードに引き継がれる事項＞
1.　現在お持ちのカードの有効期限、ご利用残高は新たなカードに引き
継がれます。現在お持ちのカードに付帯されているカードはすべて
切り替え発行になります。

2.　ETCカードは現在お持ちのカードを継続してご利用いただけます。
※現在お持ちのETCカードと、新たなカードの有効期限が異なる
場合は、新たなカードと同一の有効期限を設定したETCカード
を発行します。

3.　カードの暗証番号は、現在お持ちのカードに設定されている暗証
番号が引き継がれます。

4.　ダイナースグローバルマイレージにご参加の場合は、参加情報が
新たなカードに引き継がれます。なお、ダイナースクラブ プレミアム
カードおよび、ダイナースクラブ ビジネスプレミアムカードから切り替え
の場合は、次回から年間参加料（6,600円/税込）をお支払いいただ
きます。
※ANAダイナースカード、JALダイナースカード、デルタ スカイマイル 
ダイナースクラブカード、MileagePlus ダイナースクラブファースト、
MileagePlus ダイナースクラブカード、三井住友信託ダイナース
クラブカード、三井住友信託ダイナースクラブカード ブルー、一部
コーポレートカード、および付帯カード（家族カード、ビジネス・アカ
ウントカード）ではご参加いただけません。

5.　オンライン明細にご登録いただいている会員様は、引き続きクラブ・
オンライン上でご利用代金明細等がご確認いただける旨を記載
したメールを配信します。

6.　カードの切り替え後、過去のご利用履歴は引き継がれます。クラブ・
オンラインでご利用履歴を確認する場合は、新たなカード番号を
プルダウンから選択してください。

ポイントの引き継ぎについての注意事項

1.　引き継がれるポイント数は、切り替え手続きをした時点でお持ちの
カードの使用可能ポイント数となります。

2.　引き継がれたポイント数は、新たなカードお届けの翌月以降の
ご利用代金明細の「調整ポイント」欄でご確認いただけます。


